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買ってから３年以内に条件に合う
家を建てるのなら、土地だけを買っても

不動産取得税の軽減措置は受けられます。

現在は都心でマンション暮らしをしていま

すが、いずれ近郊にマイホームをと考えてい

ます。ときどき、希望する土地に願ってもな

い物件が出るのですが、建て売りとなるとな

かなか予算が合いません。主人と相談して、

�とりあえず土地だけ先に買っておこう�とい

うことになりました。新築住宅を購入した場

合は不動産取得税が軽減されると聞きました

が、土地だけの場合はどうなのでしょうか。

土地の購入と不動産取得税の軽減措置

を控除してもらうことになるでしょう。

�とは言うものの、「土地を買ったばかりで、こ

れから建てる住宅の床面積などわからない」とい

うこともあるでしょう。減額予定額を計算したく

てもできない……こんな場合は、住宅を新築した

ときに、土地の分の不動産取得税を減額してもら

うことができます。住宅を新築した時期が土地を

買ったときから計算して３年以内なら、取得日か

ら原則として６０日以内に、「不動産取得税課税標

準の特例適用申請書」と「不動産取得税減額適用

申告書」を必要書類に添えて都道府県税事務所へ

提出すればよいのです。ただしこの場合も、申告

期限を守ることをお忘れなく。

�なお、この特例は、①借地に住宅を建て、その

土地を買いとった場合、②マンションや建て売り

住宅などの土地付き新築住宅を買った場合、③土

地を買ってから、１年以内にその土地の上にある

中古住宅を買った場合、④まず中古住宅を買っ

て、その後１年以内にその土地を買った場合、な

どにも適用されます。

�なお、やむを得ない事情がある場合には４年以

内に新築住宅を取得すれば、同特例の適用が認め

られることになりました。やむを得ない事情の具

体的な内容については、地方税法施行令で定めら

れています。この特例が受けられるのは平成２４年

３月３１日までの土地の取得分までです。

�この不動産取得税には、ある一定の条件が備わ

っていれば軽減されるという特例があることは、もう

ご説明しました（ ４２ぺージ・質問２４「新築住宅

の不動産取得税」～４３ぺージ・質問２５「中古住

宅の不動産取得税」参照）。この特例の適用対象

は、あくまで居住用ということが大原則になっていま

す。土地があっても上に建物がなければ人間は住

めないので、土地に対する不動産取得税の軽減特

例も、土地といっしょにその上の住宅を取得するこ

とを前提として受けられるわけです。

�もっとも、あなたの場合のように、マイホーム

を建てるために土地を買ったというのなら、土地

だけであっても軽減特例の対象になります。ただ

しそのためには、「土地の取得から３年以内にそ

の土地の上に住宅を新築すること」が条件です。

しかも新築する住宅は床面積が５０㎡以上２４０㎡

以下の条件を満たしていなければなりません。

�もし土地の取得から３年たっても住宅を建てな

かったり、建ててもそれが上記の条件に当てはま

らないときには、その段階で、土地を取得したと

きに控除してもらった税額を精算して納めなくて

はいけなくなります。

�さて、あなたが３年以内に住宅を建てる予定だ

としましょう。その場合、土地に対する不動産取

得税はどれだけ安くなるのでしょうか。まず、税

率が４％から３％に軽減されます。さらに、

①１５０万円×３％、つまり４万５,０００円か②土地１㎡

当たりの課税標準×住宅延床面積の２倍（２００㎡限

度）×３％、のどちらか高い方です。たいていの場

合は②で計算した額の方が高いので、こちらの額

（ ）不動産取得税の軽減措置は、

�居住�が大前提ですが。 （ ）住宅を新築したときに土地の分を

減額してもらうことも。

こんなケースは

買うとき
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